
 
 

                                                 
     
 

           
 

 

☆ ☆ ☆ 今 月 の 税 務 メ モ ☆ ☆ ☆ 
１１１１．．．．９月分源泉所得税の納付  納付期限・・・・・・１０月１３日 

２２２２．．．．８月決算法人の確定申告（法人税・消費税・法人事業税・法人住民税）   申告期限・・・・・・１１月２日 

３３３３．．．．２月決算法人の中間申告（法人税・消費税・法人事業税・法人住民税）  申告期限・・・・・・１１月２日 
４４４４．．．．１１月・２月・５月決算法人の消費税中間申告   申告期限・・・・・・１１月２日 
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毎月１日発行                       ２０１５年１０月１日（木）第２１号 

社会保障・税番号制度社会保障・税番号制度社会保障・税番号制度社会保障・税番号制度    

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国

民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現

することを目的として、社会保障・税番号制度（以

後、「マイナンバー制度」といいます）が導入され

ます。これにより、平成２７年１０月より、個人

番号・法人番号が通知され、平成２８年１月から

順次利用が開始されます。 

 

①個人番号について 

個人番号は、１２ケタの番号で、住民票を有す

る国民全員に一人ひとつ指定され、市区町村から

「通知カード」で住民票の住所に通知されます。 

通知カードと共に、「個人番号カード交付申請書」

が届けられ、申請することにより個人番号カード

が平成２８年１月以降に交付されることになりま

す。 

②法人番号について 

法人番号は、１３ケタの番号で、設立登記法人

などの法人等に１法人ひとつ指定され、国税庁よ

り登記上の本店所在地に通知書が届けられます。

発送期間は１０月２２日から１１月２５日までの

期間です。また、法人番号は個人番号とは異なり、

原則として１０月２６日より公表され、どなたで

も自由に利用することができます。 

 

マイナンバー制度と国税分野についてマイナンバー制度と国税分野についてマイナンバー制度と国税分野についてマイナンバー制度と国税分野について    

①平成２８年から利用が開始されることにより、

所得税及び法人税関係もマイナンバーが必要にな

ります。 

所得税 

平成２８年分以降の申告書から（平成２８年分

の場合、平成２９年３月１５日までに提出する確

定申告書から） 

法人税 

平成２８年１月１日以降に開始する事業年度か

ら（１２月決算の場合、平成２９年２月２８日ま

でに提出する申告書から） 

法定調書 

平成２８年１月１日以降の金銭等の支払等に係

る源泉徴収票や報酬等の支払調書など法定調書か

ら。（平成２９年１月３１日までに提出する法定調

書から） 

申請書や届出書 

平成２８年１月１日以降に提出すべき申請書等

から 

 

②税務署等に個人番号を記載した申告書等を提出

する際に、本人確認書類の提示又は本人確認書類

の写しを申告書等に添付する必要があります。 

例１ 個人番号カード（番号確認及び身元確認） 

例２ 通知カード（番号確認）＋運転免許証、健

康保険証など（身元確認） 

 

 

 


